
 

施設等利用給付認定申請書（法第 30 条の 4 第 2 号・3 号）の記入について 

 
 

 項 目 注 意 事 項 

共 

通 

個人番号 
認定に必要となる課税状況や世帯状況の確認に使用する場合がありま

す。申請者の本人確認書類の写しを添付してください。 

年齢 
申請する年度の初日の前日となる 3 月 31 日時点の年齢を記入してく

ださい。 

② 保護者 申請に係る児童の父母を記入し、申請者を③に記入してください。 

③ 申請者 申請者あてに通知します。申請者は兄弟姉妹で統一してください。 

④ 住所 申請者の現住所を記入してください。 

⑤ 電話番号 該当があればすべて記入してください。 

⑥ 申請に係る児童 認定を希望する児童について記入してください。 

⑦ 
その他の 

同居者 

保護者及び申請に係る児童以外のすべての同居者を記入してください。

世帯分離している場合でも同居であれば記入が必要です。 

⑧ 家庭の状況 

該当があれば☑し、開始日を記入してください。ひとり親の方は、児童

扶養手当の受給状況について○をしてください(支給停止とは所得制限

により支給停止になっている場合です。)。 

⑨ 
保育を必要とする

状況 
保護者（父母）それぞれの状況を記入してください。 

⑩ 希望認定期間 
認定を希望する期間を記入してください。終期については、制限される

場合があります。 

⑪ 認定種別 

年齢区分は申請する年度の初日の前日となる 3 月 31 日時点の年齢で記

入してください。3 歳未満児の場合は、非課税世帯のみ認定対象となり

ます。 

⑫ 
利用予定の 

サービス 

利用する可能性がある施設について記入してください。記入していなく

ても施設の利用は可能ですが、施設によっては無償化の対象とならない

サービスがあります。利用の際には事前に市へ確認してください。 

⑬ 
その他 

連絡事項 

市への連絡事項、または他の記入欄への記入が困難な事項を記入してく

ださい。 

 

☆本人確認書類について☆ 

 申請者の①番号確認書類と②身元確認書類の写しが必要です。（申請者以外の方の確認書類は不要です。） 

①番号確認書類の例 ②身元確認書類の例 

・マイナンバー(個人番号)カード 

・通知カード 

・マイナンバー（個人番号）が記載さ

れた住民票 

・マイナンバー(個人番号)カード 

・運転免許証 

・運転経歴証明書 

・パスポート 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・療育手帳 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

（その他お問い合わせください） 

 

   

 

 



 

保育の必要性を証明する書類について 

 

 以下の表をご確認の上、必要な書類を提出してください。書類は、父母いずれも必要です。

様式が必要な場合は、市内教育・保育施設、本庁子ども・子育て支援課又は各支所市民福祉課

へお申し出ください。浜田市ＨＰから印刷していただくことも可能です。 

http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1389003799686/index.html 

 理由 必要書類 

1 保護者不在 
別居 

住民票を異動している場合：不要 

住民票を異動していない場合：別居していることが客観的に

わかる書類又は「民生児童委員調査意見書」【浜田市様式】 

その他 不要 

2 居宅外労働 

既に就労している場合：「就労証明書」 

就労が内定している場合：「就労内定証明書」【浜田市様式】 

証明者が自己又は同居者な場合：「就労状況申告書」【浜田市様式】 

証明者からの証明が困難な場合：「就労状況申告書」【浜田市様式】 

3 居宅内労働 「就労状況申告書」【浜田市様式】 

4 妊娠・出産 母子手帳の出産予定日欄の写し（母の氏名欄） 

5 疾病・負傷 「診断書」【浜田市様式】 

6 障がい 各手帳の写し 

7 介護従事 

介護保険証又は各手帳の写し 

※被介護者が「要介護認定４又は５を受けている在宅の同居親族若

しくは身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ又は精神障害者保健福

祉手帳１、２級の交付を受けている在宅の同居親族」でない場合は

「民生児童委員調査意見書」も併せて必要 

8 看護従事 

診断書【浜田市様式】 

※被看護者が「保育不能と診断された同居親族」でない場合は「民生児

童委員調査意見書」【浜田市様式】も併せて必要 

9 災害復旧 
災害復旧に従事していることが客観的にわかる書類又は「民生児童委

員調査意見書」【浜田市様式】 

10 求職活動 申請時は不要 

11 就学 学生証又は合格通知書の写し、時間割の写し等受講日程のわかるもの 

 

提出した書類の内容に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。 

   

 

 


